
米子市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスＤ事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、米子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年４月１日

施行。以下「実施要綱」という。）第１６条の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合

事業（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業をいう。次条第３号において同じ。）のうち同要綱第４条第１号

ア（エ）に規定する訪問型サービスＤの事業（以下「訪問型サービスＤ事業」という。）の実施

に関し、必要な事項を定めるものとする。

（対象者）

第２条 訪問型サービスＤ事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。

⑴ 市内に住所を有する要支援者（介護保険法第７条第４項に規定する要支援者をいう。）

であって、地域包括支援センターのケアマネジメントにより訪問型サービスＤ事業の利用

の必要性を認められたもの

⑵ 介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める

基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）様式第２に掲げるいずれかの基準に該当す

る者（市内に住所を有する者に限る。）であって、地域包括支援センターのケアマネジメ

ントにより訪問型サービスＤ事業の利用の必要性を認められたもの

⑶ 市内に住所を有する居宅要介護被保険者（介護保険法第４１条第１項に規定する居宅要

介護被保険者をいう。）であって、要介護認定を受ける日以前から継続的に介護予防・日

常生活支援総合事業（実施要綱第４条第１号ア（ア）並びにイ（ア）及び（ウ）に規定するサービス

を除く。）を利用する者のうち、地域包括支援センターのケアマネジメントにより訪問型

サービスＤ事業の利用の必要性を認められたもの（第１１条第８号において「継続利用要

介護者」という。）

⑷ 前３号に掲げる者のほか、訪問型サービスＤ事業を実施する団体（以下「実施団体」と

いう。）が適当と認める者

（実施団体の登録申請）

第３条 訪問型サービスＤ事業を実施しようとする団体は、米子市訪問型サービスＤ事業実施

団体登録申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 米子市訪問型サービスＤ事業実施計画書（別記様式第２号）

⑵ 市税等同意書兼誓約書（別記様式第３号）

⑶ 役員等調書兼照会承諾書（別記様式第４号）

（実施団体の登録）

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その審査

の結果適当と認めるときは、当該申請に係る団体を実施団体として登録するものとする。

２ 市長は、前項の規定による実施団体の登録（以下「実施団体登録」という。）をしたとき

は、当該実施団体に対し、米子市訪問型サービスＤ事業実施団体登録通知書（別記様式第５



号）によりその旨を通知するものとする。

３ 市長は、第１項の審査の結果、実施団体登録をすることが適当でないと認めるときは、当

該申請に係る団体に対し、米子市訪問型サービスＤ事業実施団体登録申請却下通知書（別記

様式第６号）によりその旨及びその理由を通知するものとする。

４ 実施団体登録の有効期間は、登録の日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

（実施団体の登録要件等）

第５条 実施団体登録を受けることができる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とす

る。

⑴ 自治会及び自治会の組織内の団体

⑵ 介護予防、日常生活等を支援する市民団体（次号に掲げる団体を除く。）

⑶ ボランティア団体及び住民のボランティア活動を支援する団体

⑷ 特定非営利活動法人

⑸ 社会福祉法人

⑹ 医療法人

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

２ 前項の規定にかかわらず、第３条の規定による申請をした団体が次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該団体は、実施団体登録を受けることができない。

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。次号及び第３号において同じ。）であるとき。

⑵ 暴力団若しくは暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。）の利益につながる活動を行うもの又

はこれらと密接な関係を有するものであるとき。

⑶ その役員等のうちに、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行

う者若しくはこれらと密接な関係を有する者があるとき。

⑷ 宗教活動又は政治活動を目的としたものであるとき。

⑸ 市税等（米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱（平

成１８年４月１日施行）第２条に規定する市税等をいう。）を滞納しているとき。

（実施団体登録の更新）

第６条 実施団体は、実施団体登録の更新を受けようとするときは、市長が指定した期日まで

に、市長に対し、実施団体登録の更新を申請しなければならない。

２ 前３条の規定は、前項の規定による実施団体登録の更新について準用する。この場合にお

いて、第３条第１項中「訪問型サービスＤ事業を実施しようとする団体」とあるのは「実施

団体の登録の更新を受けようとする実施団体」と、第４条第１項中「前条」とあるのは「第

６条第２項の規定により読み替えて準用する前条」と、同条第４項中「登録の日から同日の

属する年度の翌々年度の末日まで」とあるのは「従前の実施団体登録の有効期間の満了の日

の翌日から起算して３年間」と、前条第２項中「第３条」とあるのは「次条第２項の規定に

より読み替えて準用する第３条」と読み替えるものとする。

（登録内容の変更）



第７条 実施団体は、第３条（前条第２項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、米子市訪問型サービスＤ事業登録

事項変更届出書（別記様式第７号）により市長に届け出なければならない。

（実施団体登録の取消し）

第８条 市長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該実施団

体に係る実施団体登録を取り消すことができる。

⑴ 第５条第１項各号に掲げる団体に該当しなくなったとき。

⑵ 第５条第２項各号のいずれかに該当することとなったとき。

⑶ その実施する訪問型サービスＤ事業の内容が、次条に定める基準を満たしていないとき。

（訪問型サービスＤ事業の基準）

第９条 実施団体が実施する訪問型サービスＤ事業は、次に掲げる基準を満たさなければなら

ない。

⑴ 訪問型サービスＤ事業を利用する者（以下「利用者」という。）の居宅において、利用

者に係る介護予防サービス計画等（介護予防サービス計画（介護保険法第８条の２第１６

項に規定する介護予防サービス計画をいう。）又は介護予防ケアマネジメントにより作成

される計画をいう。）に位置付けられた次に掲げるサービスを提供するものであること。

ア 通院、日用品の買物等をする場合における送迎前後の付添い支援

イ 通所型サービス（実施要綱第４条第１号イに規定する通所型サービスをいう。）の事

業又は一般介護予防事業（実施要綱第４条第２号に規定する一般介護予防事業をい

う。）として、当該実施団体以外の多様な主体が運営する通いの場への送迎

ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認めるサービス

⑵ 介護保険法施行規則（平成１１年厚生労働省令第３６条）第１４０条の６２の３第２項

各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。

⑶ 訪問型サービスＤ事業の提供に必要な設備及び備品を確保して行われるものであること。

⑷ 訪問型サービスＤ事業の提供に係る代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行わ

れるものであること。

（利用者負担額等）

第１０条 実施団体は、利用者から、当該訪問型サービスＤ事業の利用について、１回当たり

２，５００円以下の範囲内で当該実施団体が定める額（以下「利用者負担額」という。）を

徴収することができる。この場合において、当該実施団体は、当該利用者負担額を定めたと

きは、これを公表しなければならない。

２ 実施団体は、利用者負担額のほか、利用者から訪問型サービスＤ事業に係るサービスの提

供に要した費用の実費に相当する額を徴収することができる。

（留意事項）

第１１条 実施団体は、訪問型サービスＤ事業を実施するに当たっては、次に掲げる事項につ

いて留意するものとする。

⑴ 利用者及びその家族の個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。）の適正な取扱いに努め、正当な理由なく、



訪問型サービスＤ事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

⑵ 地域包括支援センターと連携を図ること。

⑶ チラシ、ポスター等により、地域の住民に対し、訪問型サービスＤ事業について周知す

るよう努めること。

⑷ 訪問型サービスＤ事業の内容、利用者負担額等を当該訪問型サービスＤ事業を実施する

会場に表示するなどの方法により、利用者が安心して当該訪問型サービスＤ事業を利用す

ることができるよう工夫すること。

⑸ 傷害保険及び損害賠償保険に加入する等の方法により、利用者の事故に備えること。

⑹ 事故の発生時には、市長に報告するとともに、適切な対応を行うこと。

⑺ 訪問型サービスＤ事業に従事する者及び利用者の清潔保持と健康状態の管理に留意する

こと。

⑻ 継続利用要介護者の訪問型サービスＤ事業の利用に当たっては、その利用の状況が変化

した場合（緊急時、状態変化時、長期にわたり利用の実態がない状況等の場合をいう。）

の対応についてあらかじめ定めておくとともに、当該訪問型サービスＤ事業の利用を継続

することの可否については、地域包括支援センターその他関係機関と連携を図り判断する

こと。

（事業の休止又は廃止の届出及び便宜の提供）

第１２条 実施団体は、訪問型サービスＤ事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その

休止又は廃止の日の１か月前までに、米子市訪問型サービスＤ事業休止（廃止）届出書（別

記様式第８号）により市長に届け出なければならない。

２ 実施団体は、前項の規定により訪問型サービスＤ事業の休止又は廃止の届出をしたときは、

当該届出の日前１か月以内に当該訪問型サービスＤ事業を利用している者であって、当該訪

問型サービスＤ事業の休止又は廃止の日以後においても引き続き訪問型サービスＤ事業の利

用を希望するものに対し、必要な訪問型サービスＤ事業が継続的に提供されるよう、地域包

括支援センター、他の実施団体その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなけ

ればならない。

（実地指導等）

第１３条 市長は、実施団体が実施する訪問型サービスＤ事業が、介護予防サービスの一環と

しての水準が保たれていることを確認するため、当該実施団体に対し、適宜、実地において

指導し、及び運営の状況を確認することができる。

附 則

この要綱は、令和７年９月９日から施行する。


